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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】埋め込まれた関節窩コンポーネントと手術を受
けている患者の関節窩との間の機械的協調の持続性を改
善できる、関節窩インプラントのセットを提供する。
【解決手段】関節窩インプラントのセットＪにおいて、
関節窩コンポーネントは、関節窩コンポーネントの本体
の関節表面の寸法によってそれぞれ規定された、複数の
異なるサイズ（Ｓ、Ｍ、Ｌ）として提供される。少なく
とも２つの関節窩コンポーネント（Ｓ１及びＳ２、Ｍ１
及びＭ２、Ｌ１及びＬ２）であって、これら関節窩コン
ポーネントのそれぞれの前記本体の支持表面（Ｓ１．３
、Ｓ２．３、Ｍ１．３、Ｍ２．３、Ｌ１．３、Ｌ２．３
）はそれぞれ異なる形状寸法を有している、少なくとも
２つの関節窩コンポーネントが設けられ、これにより外
科医は、埋め込まれたコンポーネントと手術された関節
窩との間の機械的協働の耐久性を改善できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工又は生体の上腕頭とヒンジ状に協働することを意図された関節表面（Ｓ１．２、Ｓ
２．２、Ｍ１．２、Ｍ２．２、Ｌ１．２、Ｌ２．２）と、肩甲骨の関節窩に当接する支持
表面（Ｓ１．３、Ｓ２．３、Ｍ１．３、Ｍ２．３、Ｌ１．３、Ｌ２．３）と、を前記本体
の対向する２つの面それぞれに画定している本体（Ｓ１．１、Ｓ２．１、Ｍ１．１、Ｍ２
．１、Ｌ１．１、Ｌ２．１）をそれぞれ含んでいる、関節窩コンポーネント（Ｓ１、Ｓ２
、Ｍ１、Ｍ２、Ｌ１、Ｌ２）を備えている、人工肩関節の関節窩コンポーネントのセット
（Ｊ）であって、
　前記セットにおいては、前記関節窩コンポーネントは、前記関節窩コンポーネントの本
体の前記関節表面の寸法によってそれぞれ規定された、複数の異なるサイズ（Ｓ、Ｍ、Ｌ
）で提供され、
　それぞれのサイズ（Ｓ、Ｍ、Ｌ）においては、少なくとも２つの関節窩コンポーネント
（Ｓ１及びＳ２、Ｍ１及びＭ２、Ｌ１及びＬ２）が設けられ、前記関節窩コンポーネント
の、それぞれの本体（Ｓ１．１、Ｓ２．１、Ｍ１．１、Ｍ２．１、Ｌ１．１、Ｌ２．１）
の前記支持表面（Ｓ１．３、Ｓ２．３、Ｍ１．３、Ｍ２．３、Ｌ１．３、Ｌ２．３）はそ
れぞれ異なる形状寸法を有していることを特徴とするセット。
【請求項２】
　同じサイズ（Ｓ、Ｍ、Ｌ）を有する前記関節窩コンポーネントの少なくとも２つ（Ｓ１
及びＳ２、Ｍ１及びＭ２、Ｌ１及びＬ２）に対してそれぞれ異なって与えられている前記
形状寸法は、同じ凸曲面状の表面形状に対応するが、同数の異なる曲面を有していること
を特徴とする請求項１に記載のセット。
【請求項３】
　前記同じ凸曲面状の表面形状は実質的に球面の一部であり、これにより、同じサイズ（
Ｓ、Ｍ、Ｌ）を有する前記関節窩コンポーネントの少なくとも２つ（Ｓ１及びＳ２、Ｍ１
及びＭ２、Ｌ１及びＬ２）に対してそれぞれ異なって与えられている前記形状寸法は、同
数の異なる曲率半径（ｒＳ１及びｒＳ２、ｒＭ１及びｒＭ２、ｒＬ１及びｒＬ２）に対応
していることを特徴とする請求項２に記載のセット。
【請求項４】
　少なくとも幾らかのサイズ（Ｓ、Ｍ、Ｌ）では、同じサイズ（Ｓ、Ｍ、Ｌ）を有してい
る前記少なくとも２つのコンポーネント（Ｓ１及びＳ２、Ｍ１及びＭ２、Ｌ１及びＬ２）
の前記支持表面（Ｓ１．３及びＳ２．３、Ｍ１．３及びＭ２．３、Ｌ１．３及びＬ２．３
）の前記曲率半径（ｒＳ１及びｒＳ２、ｒＭ１及びｒＭ２、ｒＬ１及びｒＬ２）それぞれ
間の差は、４ｍｍより大きく、好ましくは８ｍｍより大きいことを特徴とする請求項３に
記載のセット。
【請求項５】
　同じサイズ（Ｓ、Ｍ）に対してそれぞれ異なって与えられている前記曲率半径（ｒＳ１

及びｒＳ２、ｒＭ１及びｒＭ２、ｒＬ１及びｒＬ２）の少なくとも１つは、前記サイズ同
士の中で、小さいサイズから大きなサイズへ移行する場合に、少なくとも一度は変化する
ことの無い値を有することを特徴とする請求項３又は４に記載のセット。
【請求項６】
　同じサイズ（Ｍ、Ｌ）に対してそれぞれ異なって提供されている前記曲率半径（ｒＳ１

及びｒＳ２、ｒＭ１及びｒＭ２、ｒＬ１及びｒＬ２）の少なくとも１つは、前記サイズ同
士の中で、小さいサイズから大きなサイズへ移行する場合に、少なくとも１度は増加する
値を有することを特徴とする請求項３～５のいずれか一項に記載のセット。
【請求項７】
　同じサイズを有する前記関節窩コンポーネントの少なくとも２つに対してそれぞれ異な
って提供されている前記形状寸法は、少なくとも平面状表面、凸曲面状表面、凹曲面状表
面及び階段状表面の中の、同数の異なる幾何学形状に対応していることを特徴とする請求
項１に記載のセット。
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【請求項８】
　同じサイズを有する前記関節窩コンポーネント（Ｓ１及びＳ２、Ｍ１及びＭ２、Ｌ１及
びＬ２）の少なくとも２つに対してそれぞれ異なって提供されている前記形状寸法の少な
くとも１つは、前記異なるサイズ（Ｓ、Ｌ、Ｍ）の少なくとも２つ（Ｓ、Ｍ）に同一であ
ると認められることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載のセット。
【請求項９】
　前記セット（Ｊ）の前記関節窩コンポーネント（Ｓ１、Ｓ２、Ｍ１、Ｍ２、Ｌ１、Ｌ２
）の少なくとも１つには、少なくとも１つの固定要素（Ｓ２．４）が前記肩甲骨の関節窩
内に設けられ、前記固定要素は前記関節窩コンポーネントの前記支持表面（Ｓ２．３）か
ら突出していることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載のセット。
【請求項１０】
　前記セット（Ｊ）の前記関節窩コンポーネント（Ｓ１、Ｓ２、Ｍ１、Ｍ２、Ｌ１、Ｌ２
）それぞれの前記支持表面（Ｓ１．３、Ｓ２．３、Ｍ１．３、Ｍ２．３、Ｌ１．３、Ｌ２
．３）は、存在し得る前記固定要素（Ｓ２．４）の外部に、前記関節窩コンポーネントの
前記本体（Ｓ１．１、Ｓ２．１、Ｍ１．１、Ｍ２．１、Ｌ１．１、Ｌ２．１）の対応する
面の大部分又は全てを占めていることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の
セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工肩関節のためのセットの関節窩コンポーネントセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、この種のコンポーネントの本体はあまり厚くなく、前記本体の対向する２つの主
要面それぞれは、生体又は人工の上腕頭とヒンジ状に協調し、且つ肩甲骨の関節窩に向か
って押し当てられて、これにより関節窩に固定されるように、適合されている。そのため
に、上述の第一の面が、通常は球面状である関節表面を含み、一方第二の面は支持表面を
含み、この支持表面は同様に球面状又は平面状であり、その中央部には、少なくとも１つ
の骨固定要素が、キール（ｋｅｅｌ）又はピンのように関節窩内に突出していることが多
い。
【０００３】
　コンポーネントの本体のヒンジ表面の寸法によってそれぞれ規定された数種類のサイズ
の、このような関節窩コンポーネントを提供することが知られているが、一方で支持表面
は、それぞれのサイズの中では互いに全て同一であった。特許文献１は、異なるサイズの
このような関節窩コンポーネントのセットの例が提供されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】仏国特許出願ＦＲ－Ａ－２，８４８，０９９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って外科医は、とりわけ患者の形態に応じて、手術を受けている患者に最も適すると
思われるサイズの関節窩コンポーネントを選択する可能性を有する。結果として、患者の
人工肩の関節の性能が満たされることは非常に多い。しかしながら同時に、埋め込まれた
関節窩コンポーネントは、使用中に、本体と関節窩との間の界面の摩耗又は機械的変化を
通じて、次第に関節窩と固着しなくなる傾向にあることが認められた。
【０００６】
　本発明の目的は、関節窩インプラントのセットを提案する事であり、この関節窩インプ
ラントのセットによって、外科医は、埋め込まれた関節窩コンポーネントと手術を受けて
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いる患者の関節窩との間の機械的協調の持続性を改善できる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そのために本発明は、人工又は生体の上腕頭とヒンジ状に協働することを意図された関
節表面と、肩甲骨の関節窩に当接する支持表面と、を対向する２つの面それぞれに画定し
ている本体をそれぞれ含む関節窩コンポーネントを備えている、人工肩関節の関節窩コン
ポーネントのセットに関し、このセットにおいては、関節窩コンポーネントは、この関節
窩コンポーネントの本体の関節表面の寸法によってそれぞれ規定された、複数の異なるサ
イズで提供され、このセットは、それぞれのサイズにおいて少なくとも２つの関節窩コン
ポーネントが与えられ、これら関節窩コンポーネントの、それぞれの本体の支持表面はそ
れぞれ異なる形状寸法（ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｇｅｏｍｅｔｒｙ）を有していること
を特徴とする。
【０００８】
　本発明の基礎となっている発想の１つは、様々なサイズの関節窩コンポーネントを外科
医に提供することであり、これら関節窩コンポーネントそれぞれに対しては、関節窩コン
ポーネントが互いに異なって設けられている担持面それぞれを有した状態で入手可能であ
る。このように、任意の患者の肩部の中に人工器官を設置するためには、外科医は、患者
の生体又は人工の上腕頭と共に再建される関節に関する検討に基づいて、移植する関節窩
コンポーネントのサイズを決定し、次いで、外科医によって選択されたこのサイズの中か
ら、加工されていない実寸法の、又は外科的な準備を受けた後の患者の関節窩に最も合う
支持表面を有し、好ましくは実際に存在する骨材料量を可能な限り維持する関節窩コンポ
ーネントを選ぶ。従って本発明は、外科医は患者の関節窩に対する骨準備作業を絶対に実
施せねばならず、この準備作業においては、外科医は著しい量の骨物質を肩甲骨から除去
して、これにより、独特の幾何学形状に適合するとともに、外科医がそのサイズによって
、即ちその関節表面の機能として、選択したコンポーネントの関節窩支持表面に押し付け
られる関節窩を患者の肩甲骨内に形成することが外科医に必要とされる、という伝統的な
「定説」を打破する。逆に、本発明は、移植される関節窩コンポーネントのサイズの選択
を外科医に委ねつつ、手術される関節窩の実際の状態をこの外科医が考慮に入れることを
可能とする。さらに、一般的な考えとは反対に、患者の関節窩の骨の状態は、無視できな
い比率内で、人工肩関節を用いて再確立される関節の協働とは無関係に変化する。
【０００９】
　本発明によると、同じサイズの異なる関節窩コンポーネントの支持表面間の差異は、こ
れら表面の幾何学的サイズ（ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　ｓｉｚｅ）全体の、又は幾何学形状（
ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　ｓｈａｐｅ）が与えられている場合は前記幾何学形状の寸法の結果
として生じる場合がある。本発明のこの態様は、例を用いて以下に詳細に記載される。
【００１０】
　当然のことながら、本発明によるセットに存在するサイズの数、及び同じサイズのなか
でのそれぞれ異なる支持表面を有する関節窩コンポーネントの数は、できるだけ多くする
ことができる。
【００１１】
　単独で、又は技術的に可能なあらゆる組み合わせに従って検討された本発明によるセッ
トのさらなる有利な特徴によると、
・同じサイズを有する関節窩コンポーネントの少なくとも２つに対してそれぞれ異なって
与えられている形状寸法は、同じ凸曲面状の表面形状に対応するが、同数の異なる曲面を
有する
・この同じ凸曲面状の表面形状は実質的に球面の一部であり、これにより、同じサイズを
有する関節窩コンポーネントの少なくとも２つに対してそれぞれ異なって与えられている
前記形状寸法は、同数の異なる曲率半径に対応する
・少なくとも幾らかのサイズでは、同じサイズを有している前記少なくとも２つのコンポ
ーネントの支持表面の曲率半径それぞれ間の差は、４ｍｍより大きく、好ましくは８ｍｍ
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より大きい
・同じサイズに対してそれぞれ異なって与えられている曲率半径の少なくとも１つは、サ
イズ同士の中で、小さいサイズから大きなサイズへ移行する場合に、少なくとも一度は変
化することの無い値を有する
・同じサイズに対してそれぞれ異なって提供されている曲率半径の少なくとも１つは、サ
イズ同士の中で、小さいサイズから大きなサイズへ移行する場合に、少なくとも一度は増
加する値を有する、
・同じサイズを有する関節窩コンポーネントの少なくとも２つに対してそれぞれ異なって
提供されている形状寸法は、少なくとも平面状表面、凸曲面状表面、凹曲面状表面及び階
段状表面の中の、同数の異なる幾何学形状に対応している
・同じサイズを有する関節窩コンポーネントの少なくとも２つに対してそれぞれ異なって
提供されている前記形状寸法の少なくとも１つは、異なるサイズの少なくとも２つに同一
であると認められる
・セットの関節窩コンポーネントの少なくとも１つには、少なくとも１つの固定要素が肩
甲骨の関節窩内に設けられ、この固定要素は前記関節窩コンポーネントの支持表面から突
出している
・セットの関節窩コンポーネントそれぞれの支持表面は、存在し得る固定要素の外部に、
関節窩コンポーネントの本体の対応する面の大部分又は全てを占めている
【００１２】
　本発明は、単に一例として提供されるとともに図面を参照して記載されている、以下の
記載を読むことで、よりよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明によるセットに属する関節窩コンポーネントの斜視図である。
【図２】図１の平面ＩＩに沿った断面図である。
【図３】本発明による関節窩コンポーネントのセットの、概略的なブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１及び図２は、人工関節窩コンポーネントＳ２を示している。
【００１５】
　このコンポーネントＳ２は主要本体Ｓ２．１を有し、この主要本体は、２つの空間次元
（ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）において両側面を有し、これら側面は、この主
要本体の３つ目の空間次元における主要本体の側面よりも著しく大きく、従ってこの３つ
目の空間次元における側面は、本体の厚さに対応している。従って、この体Ｓ２．１は、
前述の本体の厚さを具現している周囲面によって接続された、２つの対向する主要面を有
している。
【００１６】
　また本体Ｓ２．１は、図１及び図２に示されているように単一片とすることができ、又
は幾つかの部品からなる固定された組立体に対応していてもよい。さらに、本体Ｓ２．１
は、適切な剛性及び強度を有する１つ以上の材料から作られて、以下で詳細に説明される
ように、図示されていない上腕頭と蝶番状に協働するとともに、これも図示されていない
肩甲骨の骨関節窩に堅固に固定される。
【００１７】
　本体Ｓ２．１の、前述の２つの主要面のうちの１つは、前述の上腕頭の実質的に相補的
な表面と蝶着するように形成された関節表面Ｓ２．２を画定している。実際は、この上腕
頭は、生体、即ち肩甲骨と関連する上腕骨の上部生体骨端に対応するか、又は人工器官、
即ち関節窩コンポーネントＳ２が属する人工肩関節の上腕骨コンポーネントによって確定
されるか、のいずれかである。
【００１８】
　通常、本体Ｓ２．１の関節表面Ｓ２．２は略球面状である。対応する曲率半径は、ＲＳ
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によって表示されている。図１及び図２において検討されている実施形態においては、こ
の関節表面Ｓ２．２は凹面状である。図示されない代替形態として、この関節表面は凸面
状とすることができる。
【００１９】
　実際には、関節表面Ｓ２．２は有利なことに、例えば図１及び図２において図示されて
いるように、本体Ｓ２．１の対応する面の大半を、又は前記面の全てを占めている。
【００２０】
　本体Ｓ２．１の別の主要面は、前述の関節窩に堅固に固定されるように適合されている
。そのため、この面は支持表面Ｓ２．３を関節窩に含み、この支持表面の中央部から、関
節窩内に固定するための固定キール（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ　ｋｅｅｌ）Ｓ２．４が延在し
ている。
【００２１】
　実際には、固定キールＳ２．４の外側には、支持表面Ｓ２．３は有利なことに、例えば
図示されているように、本体Ｓ２．１の対応する面の大半を、又はこの面の全てを占めて
いる。
【００２２】
　図示されない代替例として、キールＳ２．４以外の骨固定要素を設け、これにより前記
キールの置き換え又は補完を行うことができる。同様に、このような固定要素を完全に無
しにすませることができる。
【００２３】
　図１及び図２において検討されている実施形態においては、本体Ｓ２．１の支持表面Ｓ
２．３は略球面状であり、この支持表面は曲率半径がｒＳ２によって示されている球面状
部位に対応していることを意味する。
【００２４】
　実際には、表面Ｓ２．２及びＳ２．３は、同心状であっても、同心状でなくてもよい。
これら表面が同心状でない場合には、これら表面それぞれの幾何学的中心は、本体Ｓ２．
１の同じ正中面に位置付けられていても、位置付けられていなくてもよい。
【００２５】
　本発明によると、図１及び図２を考慮しながらここで詳細に説明された関節窩コンポー
ネントＳ２は、図３に示されているような、６つの関節窩コンポーネントからなるセット
Ｊに属している。従って、図３の右上隅に示されている関節窩コンポーネントＳ２に加え
て、このセットＪは、それぞれＳ１、Ｍ１、Ｍ２、Ｌ１及びＬ２によって参照される、５
つの別の関節窩コンポーネントを備えている。
【００２６】
　これらコンポーネントＳ１、Ｍ１、Ｍ２、Ｌ１及びＬ２それぞれは、本体Ｓ１．１、Ｍ
１．１、Ｍ２．１、Ｌ１．１及びＬ２．１を備え、コンポーネントＳ２の本体Ｓ２．１と
機能的に類似している。とりわけ、本体Ｓ１．１、Ｍ１．１、Ｍ２．１、Ｌ１．１及びＬ
２．１それぞれは、互いに対向している、コンポーネントＳ２の関節表面Ｓ２．２と機能
的に類似した関節表面Ｓ１．２、Ｍ１．２、Ｍ２．２、Ｌ１．２及びＬ２．２と、コンポ
ーネントＳ２の支持表面Ｓ２．３と機能的に類似した支持表面Ｓ１．３、Ｍ１．３、Ｍ２
．３、Ｌ１．３及びＬ２．３とを有している。
【００２７】
　コンポーネントＳ１は、このコンポーネントＳ１及びＳ２それぞれの関節表面Ｓ１．２
及びＳ２．２が略同一の寸法を有するという点において、コンポーネントＳ２と同じサイ
ズであり、とりわけ図３に示されている例に関しては、これら関節表面Ｓ１．２及びＳ２
．２は略球面状であるとともに同じ曲率半径ＲＳを有している。このように、コンポーネ
ントＳ１及びＳ２は、セットＪの中で、サイズＳのグループを形成している。
【００２８】
　他方、コンポーネントＳ１は、コンポーネントＳ２の支持表面Ｓ２．３の形状寸法と比
較したこのコンポーネントＳ１の支持表面Ｓ１．３の形状寸法によって、コンポーネント
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Ｓ２とは異なっている。より正確には、支持表面Ｓ１．３及びＳ２．３の両方は、同じ球
状部分の形状有しているが、支持表面Ｓ１．３及びＳ２．３それぞれの曲率半径ｒＳ１及
びｒＳ２は異なっており、ｒＳ１は厳密にはｒＳ２よりも小さい。
【００２９】
　同様に、コンポーネントＭ１及びＭ２は同じサイズであり、従ってセットＪの中に、図
３においてＭによって参照される、２つのコンポーネントからなるグループを形成してい
る。コンポーネントＳ１及びＳ２として説明されたことと比較すると、コンポーネントＭ
１及びＭ２の関節表面Ｍ１．２及びＭ２．２は略同一の寸法、とりわけ示される例におい
ては同じ曲率半径ＲＭを有することが理解される。コンポーネントＭ１及びＭ２を含むサ
イズＭのグループは、半径ＲＭが半径ＲＳの値よりも厳密には大きい値を有するという点
で、コンポーネントＳ１及びＳ２を含むグループＳとは異なっている。
【００３０】
　さらに、サイズＳのグループにおけるコンポーネントＳ１及びＳ２に関しては、サイズ
ＭのグループにおけるコンポーネントＭ１及びＭ２の支持表面Ｍ１．３及びＭ２．３は、
異なる形状寸法を有しており、即ち、これら支持表面は両方とも球面の一部であり、それ
ぞれの半径ｒＭ１及びｒＭ２は異なっており、半径ｒＭ１の値は半径ｒＭ２の値より厳密
には小さい。
【００３１】
　図３に示されている例においては、半径ｒＳ１及びｒＭ１は同じ値を有し、半径ｒＳ２

及びｒＭ２も同じ値を有していることに留意すべきである。つまり、サイズＳのグループ
からサイズＭのグループへ移った場合、支持表面Ｓ１．３及びＭ１．３の曲率半径ｒＳ１

及びｒＭ１は不変の値を有する。支持表面Ｓ２．３及びＭ２．３の場合も同じである。
【００３２】
　最後に、サイズＳのグループのコンポーネントＳ１及びＳ２、並びにサイズＭのコンポ
ーネントＭ１及びＭ２に関する前述の技術的検討の置き換えによって、コンポーネントＬ
１及びＬ２がサイズＬのグループを構成し、
・コンポーネントＬ１及びＬ２の関節表面Ｌ１．２及びＬ２．２は略同一の寸法、とりわ
け同一の曲率半径ＲＬを有し、この半径ＲＬは半径ＲＭの値よりも厳密には大きい値を有
し、
・支持表面Ｌ１．３及びＬ２．３の両方は、それぞれ曲率半径ｒＬ１及びｒＬ２を有する
球面の一部であり、半径ｒＬ１は半径ｒＬ２の値を厳密には下回る値を有している、
ということが理解される。
【００３３】
　図３に示されている実施形態においては、半径ｒＬ１は厳密には半径ｒＭ１の値よりも
大きいが、半径ｒＭ２の値よりも小さい値を有することに留意すべきである。そして、半
径ｒＬ２は、半径ｒＭ２の値よりも厳密には大きい値を有する。
【００３４】
　また図３に示されている実施形態においては、サイズＳからＭ、そしてＬへ連続的に移
るに従って増加する曲率半径ＲＳ、ＲＭ及びＲＬを有することに加えて、同じサイズを有
するそれぞれのグループの関節窩コンポーネントの関節表面が、とりわけ図３の切断面に
おける、関節表面の端部間の広がりの増加率に関して異なることに、留意すべきである。
しかしながらこの配置は、本発明にとって本質的なものではない。
【００３５】
　このように、セットＪの関節窩コンポーネントは、異なるサイズＳ、Ｍ及びＬからなる
３つのグループに分類されていることが理解される。外科医が、コンポーネントＳ１及び
Ｓ２の中の区別なく選択された１つ、コンポーネントＭ１及びＭ２の中の区別なく選択さ
れた１つ、又はコンポーネントＬ１及びＬ２の中の区別なく選択された１つのいずれを選
択するかによって、患者の上腕頭に対する、選択された関節窩コンポーネントの関節挙動
が決まることが理解される。しかしながら、サイズＳ、Ｍ及びＬのそれぞれに対して、２
つの利用可能なコンポーネントのうち１つを外科医が選択することにより、手術を受ける
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患者の関節窩の実際の状態を、外科医が計算に入れることが可能となり、具体的には、外
科医は、２つの利用可能なコンポーネントのうち、支持表面の曲率が関節窩の実際の幾何
学構造に対して最適である１つを選択し、とりわけこれにより関節窩に対する事前準備の
範囲を限定し、これによって骨質の減少を限定し、一方で、関節窩と関節窩への移植の間
に選択されたコンポーネントとの間に生成された支持界面の範囲の最適化をも行う。
【００３６】
　実際には、同じサイズのコンポーネントの支持表面の曲率半径の差は、好ましくは４ｍ
ｍ以上、又は、さらに８ｍｍ以上である。従って、図３に示されているセットＪの実施形
態に関する数値定量化の一例は、以下の通りである。
・ｒＳ１＝３４ｍｍ
・ｒＳ２＝３８ｍｍ
・ｒＭ１＝３４ｍｍ
・ｒＭ２＝３８ｍｍ
・ｒＬ１＝３６ｍｍ
・ｒＬ２＝４４ｍｍ
【００３７】
　当然のことながら、関節窩コンポーネントのセットＪに対する、様々な配置及び代替を
考慮することができる。一例として、異なるサイズＳ、Ｍ及びＬからなる３つのグループ
の少なくとも１つは、２個を上回る関節窩コンポーネントを有することが可能であり、少
なくとも３個の関節窩コンポーネントの支持表面それぞれは、異なる形状寸法をそれぞれ
有して提供される。同様に、例えばＳ及びＭ、Ｓ及びＬ、又はＭ及びＬのような、異なる
サイズからなる２つのグループのみを、このセットに備えることが可能である。当然のこ
とながら、このセットも、異なるサイズからなる３つ以上のグループを含むことが可能で
ある。
【００３８】
　図示されていない、本発明の一代替形態によると、同じサイズの関節窩コンポーネント
の支持表面間の形状寸法の差は、セットＪの場合のような同じ幾何学形状における寸法差
には対応しないが、この差は、同じサイズからなるグループに存在する関節窩コンポーネ
ントと同数の、異なる幾何学形状の存在に基づく。より正確には、同じサイズからなるグ
ループそれぞれの中で、関節窩コンポーネントの１つは例えば平面状の支持表面を有し、
一方で別の関節窩コンポーネントは凸曲面を有する支持表面を有している。より一般的に
は、前述のグループ内に存在する少なくとも２つの関節窩コンポーネントの支持表面は、
従って、それぞれ異なる幾何学形状を有し、この幾何学形状は、少なくとも平面状表面、
凸曲面状表面、凹曲面状表面及び階段状表面の中から選択される。
【００３９】
　任意に、図のように厳密に円滑であるよりも、セットＪのコンポーネントの支持表面は
、粗さ、又は溝、錐体状突起、円錐状の小空洞等のようなマクロ外観を有することが可能
であり、これにより関節窩におけるコンポーネントの不動化を強化する。
【００４０】
　示されていない変形例によると、本発明の技術的教示を、人工肩関節の関節窩コンポー
ネントとは別の人工関節コンポーネントに適用することが可能である。従って、人工膝コ
ンポーネントのセット、又は人工臀部コンポーネントのセット、又さらには人工足首コン
ポーネントのセット、又さらには人工肘のコンポーネント、又さらには人工手首のコンポ
ーネントを検討することが可能であり、これらセットそれぞれは、それらの関節表面に対
して異なるサイズの人工コンポーネントを含み、これらサイズそれぞれにおいて、少なく
とも２つのコンポーネントには、互いに異なる骨支持表面それぞれが設けられる。
【符号の説明】
【００４１】
　Ｓ１、Ｓ２、Ｍ１、Ｍ２、Ｌ１、Ｌ２　人工関節窩コンポーネント
　Ｓ１．１、Ｓ２．１、Ｍ１．１、Ｍ２．１、Ｌ１．１、Ｌ２．１　本体
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　Ｓ１．２、Ｓ２．２、Ｍ１．２、Ｍ２．２、Ｌ１．２、Ｌ２．２　関節表面
　Ｓ１．３、Ｓ２．３、Ｍ１．３、Ｍ２．３、Ｌ１．３、Ｌ２．３　支持表面
　Ｓ１．４、Ｓ２．４、Ｍ１．４、Ｍ２．４、Ｌ１．４、Ｌ２．４　固定キール
　ＲＳ、ＲＭ、ＲＬ　関節表面曲率半径
　ｒＳ１、ｒＳ２、ｒＭ１、ｒＭ２、ｒＬ１、ｒＬ２　支持表面曲率半径

【図１】

【図２】

【図３】
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